
監
査
結
果
の
公
表（
そ
の
１
）

　

令
和
４
年
度�
定
期
監
査
（
そ

の
１
）
を
実
施
し
た
結
果
（
一
部

抜
粋
）
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま

す
。

茂
原
市
監
査
委
員　

風
戸
博
恭

茂
原
市
監
査
委
員　

山
田
広
宣

◆
監
査
の
対
象

・
総
務
部

　

�

総
務
課
、
秘
書
広
報
課
、
職
員

課
、
管
財
課
、
防
災
対
策
課

・
企
画
財
政
部

　

�

企
画
政
策
課
、
財
政
課
、
市
民

税
課
、
資
産
税
課
、
収
税
課

・�

会
計
課
、議
会
事
務
局
、選
挙
管

理
委
員
会
事
務
局
、
農
業
委
員

会
事
務
局
、
監
査
委
員
事
務
局

　
　
　
　
　
　

◆
監
査
の
着
眼
点

　

各
所
管
の
財
務
に
関
す
る
事
務

の
執
行
及
び
経
営
に
係
る
事
業
の

管
理
並
び
に
そ
の
他
の
事
務
の
執

行
が
法
令
等
に
適
合
し
、
適
正
か

つ
正
確
に
行
わ
れ
て
い
る
か
、
最

少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
、

組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
に
努
め

て
い
る
か
に
主
眼
を
置
き
監
査
を

実
施
し
た
。

◆
監
査
の
実
施
内
容

　

各
部
署
か
ら
提
出
さ
れ
た
定
期

監
査
資
料
に
つ
い
て
、
補
助
職
員

に
よ
る
予
備
監
査
を
実
施
し
、
監

査
当
日
は
、
監
査
対
象
部
署
の
長

等
か
ら
説
明
を
受
け
、
関
係
職
員

に
対
し
て
質
疑
を
行
う
こ
と
に
よ

り
実
施
し
た
。

◆
監
査
の
場
所　
茂
原
市
役
所

◆
監
査
の
期
間

　

令
和
４
年
９
月
14
日
か
ら
11
月

28
日
ま
で

◆
監
査
の
結
果

　

監
査
の
結
果
、
法
令
等
に
適
合

し
、
概
ね
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い

た
が
、
一
部
検
討
が
必
要
と
認
め

ら
れ
る
事
項
が
見
受
け
ら
れ
た
。

な
お
、
複
数
の
部
署
に
共
通
す
る

事
項
に
つ
い
て
は
【
共
通
事
項
】

に
掲
げ
、
各
部
署
へ
の
個
別
事
項

に
つ
い
て
は
【
部
署
別
事
項
】
に

掲
げ
た
。

【
共
通
事
項
】

全
課
共
通

・
本
市
に
お
け
る
今
後
の
財
政
運

営
は
、
様
々
な
要
因
に
よ
り
一
層

厳
し
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

少
子
化
や
高
齢
化
に
対
応
す
る
た

め
の
経
費
、
さ
ら
に
は
懸
案
の
災

害
対
策
に
係
る
経
費
等
、
様
々
な

行
政
需
要
に
よ
る
財
政
負
担
の
増

加
に
加
え
、
市
民
生
活
に
密
接
に

関
連
す
る
ご
み
の
新
最
終
処
分
場

の
建
設
や
長
生
病
院
Ｂ
棟
の
改
築

等
、
長
生
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組

合
の
大
規
模
事
業
の
実
施
に
伴
い

負
担
金
も
大
幅
に
増
加
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
状
況
を
十
分
認
識
し
、
危
機
感

を
持
っ
て
事
業
の
実
施
に
あ
た
る

と
と
も
に
、
経
費
の
節
減
に
努
め
、

事
業
の
見
直
し
に
つ
い
て
も
積
極

的
に
検
討
さ
れ
た
い
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

は
、
市
民
生
活
に
大
き
な
影
響
を

与
え
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
更
を

も
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
行
政
運
営

に
お
い
て
も
業
務
量
の
増
加
や
コ

ロ
ナ
対
応
の
た
め
の
業
務
手
法
の

変
更
等
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し

て
い
る
。
ウ
イ
ズ
コ
ロ
ナ
・
ポ
ス

ト
コ
ロ
ナ
を
見
据
え
、
よ
り
よ
き

未
来
を
市
民
と
と
も
に
再
構
築
し

て
い
く
た
め
、職
員
各
々
が「
業
務

が
何
の
た
め
で
あ
る
か
」
を
常
に

念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
事
務
事
業

の
着
実
な
推
進
に
努
め
ら
れ
た
い
。

市
民
税
課
・
資
産
税
課
共
通

・
事
務
事
業
に
係
る
課
題
と
そ
の

解
決
策
を
職
場
内
で
共
有
す
る
と

と
も
に
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
※
１
等
に
よ
る

知
識
習
得
に
努
め
、
適
正
な
課
税

業
務
を
遂
行
さ
れ
た
い
。

・
税
負
担
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
、

今
後
も
様
々
な
工
夫
に
よ
り
正
確

で
的
確
な
課
税
客
体
の
把
握
に
努

め
ら
れ
た
い
。

【
部
署
別
事
項
】

〈
総
務
部
〉

総
務
課

・
Ｄ
Ｘ
※
２
の
推
進
に
あ
た
っ
て

は
、
市
民
の
行
政
手
続
き
の
簡
素

化
や
利
便
性
の
向
上
等
、
全
て
の

市
民
が
様
々
な
形
で
デ
ジ
タ
ル
サ

ー
ビ
ス
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
、
市
民
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
施
策

推
進
に
努
め
ら
れ
た
い
。

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
つ
い

て
は
、
市
民
生
活
利
便
性
向
上
の

た
め
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
更
な
る
啓
発
に
よ
り
交

付
率
向
上
に
努
め
ら
れ
た
い
。
ま

た
、
印
鑑
登
録
証
や
図
書
館
カ
ー

ド
等
と
一
体
化
す
る
な
ど
、
市
民

目
線
に
立
っ
た
本
市
独
自
の
利
用

方
法
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
た
い
。

秘
書
広
報
課

・
広
聴
活
動
に
あ
た
っ
て
は
、
学

生
か
ら
高
齢
者
ま
で
幅
広
い
年
代

か
ら
多
種
多
様
な
意
見
を
得
ら
れ

る
よ
う
、
様
々
な
手
法
を
検
討
し
、

積
極
的
な
対
応
を
図
ら
れ
た
い
。

職
員
課

・
行
政
事
務
の
複
雑
化
、
高
度
化

に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
は
、
職

員
一
人
ひ
と
り
の
意
識
改
革
や
知

識
の
習
得
が
必
要
と
な
る
こ
と
か

ら
、
各
所
属
の
管
理
職
と
連
携
し

な
が
ら
Ｏ
Ｊ
Ｔ
※
１
等
に
よ
る
人

材
育
成
に
取
り
組
み
、
職
員
の
資

質
及
び
専
門
性
の
向
上
に
努
め
ら

れ
た
い
。

管
財
課

・
普
通
財
産
に
つ
い
て
は
、
歳
入

確
保
や
維
持
管
理
費
削
減
の
観
点

か
ら
、
保
有
目
的
を
整
理
し
た
う

え
で
、
有
償
貸
付
を
行
っ
て
い
る

財
産
等
の
処
分
に
つ
い
て
も
検
討

さ
れ
た
い
。

防
災
対
策
課

・
防
災
訓
練
の
実
施
に
あ
た
っ
て

は
、
予
測
不
能
な
災
害
に
備
え
る

た
め
、
地
域
住
民
の
防
災
意
識
の

高
揚
に
効
果
的
な
訓
練
の
在
り
方

や
実
施
方
法
の
大
胆
な
変
更
に
つ

い
て
検
討
さ
れ
た
い
。

・
各
指
定
避
難
所
に
つ
い
て
は
、

収
容
可
能
人
数
が
定
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
各
避
難
所
の
収
容

状
況
の
見
え
る
化
を
検
討
さ
れ
た

▲全文は
　こちら
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